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◆ 手順フロー 

 

   要望等記録制度の大まかな流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）要望等とみなされるものは、「要望等」として取り扱う 
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定例的で対応方針 

が明確なもの 

 

上

記

外 

 

意見、苦情（※） 

 

内容を受けとめ市政に反映するよう検討（引続き「市民の声」で対応） 

 

問合せ、相談（※） 

 

情報提供、通報（※） 

 

事実の回答、制度内容の説明  等 

 

随時対応処理 

要望者へ 

迅速に回答 

不正、不公正な

要望等 

「職員等の公正な職務

の執行の確保に関する

条例」に基づき対応 

拒否しても引続き要望があり、

不当要求行為にあたる場合 

 

拒否する 


